
R5 年度外国出願支援事業交付申請における主な注意点 

 

R5 年度外国出願支援事業交付申請における主な注意点については以下の２点です。 

 

①申請方法の追加 

昨年度より jGrants を併用して大阪府外国出願支援事業のエントリーを行うことができるようになりま

した。 

ただし「jGrants（J グランツ）」単独では受付完了とはなりません。申請書類等は必ず持参又は郵送で

ご提出ください。 

使用には認証システム G ビズ ID を取得する必要があり、取得から申請まで２～３週程度を要しますの

で、事前に取得手続きをお願いします。 

 

②加点項目における賃上げ要件の追加 

事業計画期間において、対前年度比で給与総額を 1.5%以上増加させる旨、賃金引上げ計画の誓約書及び

従業員への賃金引上げ計画の表明書をもって従業員に表明しているか。 

□．賃上げ実施企業に対する加点措置 

本補助事業では、賃上げを実施する企業に対して、審査上の加点措置を実施します。 

○申請後の１事業年度又は１年（暦年）の期間において、給与総額又は一人あたりの平均受給額が、１．

５％以上増加したかにより賃上げの判断をします。 

○企業が加点措置を希望する場合は、「申請時提出書類」に加えて、様式別紙１の１、２、３又は４「賃

金引上げ計画の誓約書及び従業員への賃金引上げ計画の表明書」提出により受領とします。 

○採択された場合、上記の賃上げ期間終了後に、賃上げ実績の確認のための書類「法人事業概況説明書

（写し）」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表（写し）」の提出が必要です。 

○なお、前述の書類による証明が難しい場合は、別の書面や税理士又は会計士等の第三者により同等の

賃上げ実績を確認できる書類に代えた提出も可能。 

○賃上げが１．５パーセントに満たない場合は、「理由書」の提出が必要です。 

○なお、賃上げ実績の確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等は、実施要領の規定に基づ

き、補助金の交付決定取消し及び補助金返還となる可能性があります。詳細は別紙１の１、２、３又は４

誓約書・表明書の「留意事項」を確認ください。 

 

（昨年度から引き続きの留意事項） 

〇申請書データの提出について 

 昨年度はエントリー時に、間接補助金交付申請書のワードデータを送付していただいていましたが、

今年度はエントリー後、原本（正本１部、副本５部）を提出いただき、全ての書類が整っていることを確

認した後、送付いただくことになりますので、原本提出後にデータを削除しないようご注意ください。 

 

〇納税証明書の提出 



昨年度から新たに確認事項として、確定している（申告済みの）直近過去３年分の各年又は各事業年度の

課税所得の年平均額が１５億円を超えていない。 

という確認事項が追加されましたので、該当する可能性のある企業は、課税所得額の確認のため納税証

明書納税証明書「その２」を提出ください。 

 


